
 鳥取市職員給与条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和４年５月１９日 

 

                       鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

鳥取市条例第２１号 

   鳥取市職員給与条例の一部を改正する条例 

 鳥取市職員給与条例（昭和２６年鳥取市条例第４５号）の一部を次のように改正す

る。 

 第６条の４第１項中「９年」を「２０年」に改め、同項第２号中「４５，０００

円」を「６０，０００円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鳥取市職員給与条例

（以下「改正後の給与条例」という。）の規定は、令和４年４月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

２ 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の鳥

取市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定に

よる給与の内払とみなす。 


